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政治家の寄附は禁止、
有権者が求めることも
禁止されています
　政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは公職選挙法で禁止
されています。また、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも
禁止されています。
　下記の①〜⑥の項目で処罰されると、公民権停止（＊１）の対象と
なります。

　寄附禁止ルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。
（＊１）公民権停止とは、選挙への立候補、選挙での投票、選挙運動へ
の参加などが禁止されること
■問い合わせ先　市選挙管理委員会（総務課内）
　　　　　　　　☎（36）１３７５、 FAX（37）１２４２

　
政
治
家
が
選
挙
区
内
の
人

に
対
し
て
寄
附
を
す
る
こ
と

は
、
そ
の
時
期
や
名
義
の
い

か
ん
に
関
わ
ら
ず
、
罰
則
を

も
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
ま

す
。

▽
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体

や
親
族
に
対
す
る
も
の

と
、
政
治
教
育
集
会
に
関

す
る
必
要
や
む
を
得
な
い

実
費
の
補
償
は
、
禁
止
の

対
象
か
ら
除
か
れ
ま
す

＊
政
治
教
育
集
会
に
関
す
る

実
費
の
補
償
の
内
、
食
事

や
食
事
料
の
提
供
は
禁
止

さ
れ
、
罰
則
の
対
象
に
な

り
ま
す

▽
政
治
家
本
人
が
、
自
ら
出

席
す
る
結
婚
披
露
宴
で
の

祝
儀
、
葬
式
や
通
夜
の
香

典
は
違
法
で
す
が
、
罰
則

の
対
象
か
ら
は
除
か
れ
て

い
ま
す

＊
選
挙
に
関
し
て
な
さ
れ
た

場
合
や
、
通
常
一
般
の
社

交
の
程
度
を
超
え
て
い
る

場
合
は
処
罰
さ
れ
ま
す

政
治
家
と
有
権
者
の
ク
リ
ー
ン
な
関
係
を
保
ち
、

お
金
の
か
か
ら
な
い
選
挙
を
実
現
さ
せ
ま
し
ょ
う

　
政
治
家
へ
の
威
迫
や
、
政

治
家
の
当
選
・
被
選
挙
権
を

失
わ
せ
る
目
的
で
勧
誘
や
要

求
を
す
る
と
処
罰
さ
れ
ま

　
政
治
家
を
役
職
員
や
構
成

員
と
す
る
団
体
や
会
社
が
、

選
挙
区
内
に
あ
る
者
に
対
し

て
、
政
治
家
の
氏
名
を
表
示

し
た
り
、
氏
名
が
類
推
さ
れ

る
よ
う
な
方
法
で
寄
附
し
た

り
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て

い
ま
す
。
選
挙
に
関
し
て
寄

附
を
す
る
と
処
罰
さ
れ
ま

す
。

▽
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体

や
、
そ
の
支
部
に
対
す
る

も
の
は
除
か
れ
ま
す

　
後
援
団
体
（
後
援
会
）
が
、

選
挙
区
内
に
あ
る
者
に
対
し

て
、
花
輪
・
供
花
・
香
典
・

祝
儀
や
、
こ
れ
ら
に
類
す
る

物
を
出
し
た
り
、
後
援
団
体

（
後
援
会
）
の
設
立
目
的
で

実
施
さ
れ
る
行
事
や
事
業
に

関
す
る
寄
附
以
外
の
寄
附
を

し
た
り
す
る
と
、
そ
の
時
期

や
名
義
の
い
か
ん
に
関
わ
ら

ず
処
罰
さ
れ
ま
す
。

　
政
治
家
は
、
選
挙
区
内
に

①
政
治
家
の

寄
附
の
禁
止

⑥
あ
い
さ
つ
を
目
的

　

と
す
る
有
料
広
告

　

の
禁
止

④
後
援
団
体
の  

　

寄
附
の
禁
止

⑤
年
賀
状
な
ど
の  

あ
い
さ
つ
の
禁
止

③
政
治
家
の
関
係
団

　

体
の
寄
附
の
禁
止

②
政
治
家
に
対
す
る

寄
附
の
勧
誘
、

要
求
を
禁
止

す
。
政
治
家
名
義
の
寄
附
を

求
め
る
こ
と
も
禁
止
さ
れ
て

い
て
、
威
迫
し
て
求
め
る
と

処
罰
さ
れ
ま
す
。

　
政
治
家
や
後
援
団
体
（
後

援
会
）
が
、
選
挙
区
内
に
あ

る
者
に
対
し
て
、
主
と
し
て

あ
い
さ
つ
を
目
的
と
す
る
有

料
の
広
告
を
新
聞
、
雑
誌
、

テ
レ
ビ
、ラ
ジ
オ
、イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
な
ど
に
出
す
と
処
罰

さ
れ
ま
す
。
政
治
家
や
後
援

団
体
（
後
援
会
）
に
対
し
、

あ
い
さ
つ
を
目
的
と
す
る
有

料
広
告
を
求
め
る
こ
と
も
禁

止
さ
れ
て
い
て
、
威
迫
し
て

求
め
る
と
処
罰
さ
れ
ま
す
。

これらのものも、政治家の寄附禁止の対象となります。

三ない運動みんなで徹底しよう

贈らない！求めない！受け取らない！

＊詳細は、総務省なるほど！選挙「寄附の禁止」    http://www.soumu.go.jp/
　senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo08.htmlで確認を

地域の運動会・
スポーツ大会への
飲食物などの差入

秘書などが代理で
出席する場合の
結婚祝

落成式・開店祝など
の花輪

葬儀の花輪・供花

お歳暮・
　お年賀

お祭りへの
　　　寄附・差入

町内会の集会・
旅行などの催物
への寸志・飲食物
の差入

病気の見舞

入学祝・卒業祝

秘書などが代理で
出席する場合の
葬儀の香典

ＨＰ

あ
る
者
に
対
し
て
、
答
礼
の

た
め
の
自
筆
に
よ
る
も
の
を

除
き
、
年
賀
状
、
暑
中
見
舞

い
な
ど
の
時
候
の
あ
い
さ
つ

状
（
電
報
な
ど
も
含
む
）
を

出
す
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い

ま
す
。


